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に
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紙
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齢
者
医
療
制
度
見
直
し
に
関
す
る
質
問
に
対
す
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弁
書

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
た
検
討
を
前
倒
し
し
、
高
齢
者
に
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
今

後
、
一
年
を
目
途
に
必
要
な
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。


